
（参考資料1）地域福祉専門分科会・地域福祉活動計画策定委員会　御意見対応表（※第２回合同会議意見を抜粋）

no. 起票日 会議名 発言者等 形態 発言 会議での市・社協（事務局）の回答／意見書におけ
る回答 対応結果

1 R7.11.14
令和7年度
第２回合同
会議

木本委員
（策定委員
会）

発言

要望として、計画の中に障がい当事者も関わっていること
が明確に分かるような表記をしてほしい。例えば、障がい
者の社会参加に関する内容を事例に盛り込むなど、当事
者の存在が見える形での記載を希望したい。

パブリックコメントに向けて、表記の仕方や事例に障がい
者の社会参加を盛り込むことについて、頂いた意見を参
考に検討する。

第５章地域福祉に関わるうえでの共通視点P63の地域
福祉に関わる様々な立場「住民」に「障がいのある人」と
いう表現を加えます。

2 R7.11.14
令和7年度
第２回合同
会議

阪田委員
（専門分科
会）

発言

計画本編83ページ「支え合う地域づくりの推進」における
「社会福祉法人による公益的活動の促進」について、一
法人だけでの活動には限界があり、法人間の横の連携
強化が不可欠である。人材育成や災害時の障がい者支
援など、連携によって多くの課題に対応できる可能性があ
る。この「公益的な活動促進」について、より具体的な内
容を提示していただきたい。

ご指摘の社会福祉法人による公益的な活動の促進に
ついては、より具体的に示せるよう調整する。　基本施
策には具体事業を掲載していないが、6年間の計画期
間中に社会情勢や課題の変化に応じて柔軟に事業を
入れ替え・発展させるためである。いただいた意見を踏ま
え、高次脳機能障がいなどの課題にもアプローチできる
よう所管課と調整していく。

計画に公益的な活動の促進の具体的な事業例を記載
しました。（P89「持続可能な地域活動支援」）

3 R7.11.14
令和7年度
第２回合同
会議

木本委員
（策定委員
会）

発言
基本施策についてはもう少し具体的に記載していただい
たほうがわかりやすいと思う。どの事業が新規で何を拡充し
たのか示してほしい。

- 計画の事業名に新規・拡充・継続の記載をしました。

4 R7.11.14
令和7年度
第２回合同
会議

永田委員長
（策定委員
会）

発言

第2章「地域共生社会」では、重層事業の進め方だけで
なく、地域福祉推進や包括的支援体制の構築について
もより明確に記載されることが望ましいと考える。さらに、地
域福祉は当事者参加・市民参加・多機関協働で進める
ことが重要であり、結サポートのような事例を参考に、今
後のまとめにおいてもその視点を念頭に置いて進めていた
だきたい。

- 第2章にコラムを追加し、「地域共生社会」と「包括的な
支援体制」と「重層事業」の関係について記載しました。
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●ボランティアセンター事業
ボランティア実践者の活動支援に加え、市民の知る機会、体験する機会を作ることで、地域福祉に関心を持つ
方を増やします。また、福祉分野に限らず他分野の団体と連携し、地域の課題解決につなげます。

登録者数、活動実績件数、ボラン
ティア講座受講者数

〇住民福祉教育の推進
福祉実践教室やとよた市民福祉大学など様々市民に対し福祉教育を行うことで、幅広い年齢・立場の住民が地
域福祉に関心を持つ機会を作ります。とよた市民福祉大学の受講生等の活躍支援をすることで、地域住民の活
躍の創出をします。

市民福祉大学修了者数、福祉実践教
室受講者数

★結びつける場と仕組みづくり（プラッ
トフォーム）

多様な機関が参画し、連携・連動することで、福祉の担い手の確保・育成・支援につながる取組を推進しま
す。参画する主体の協働により、「地域人材の育成」、「地域人材から専門人材への橋渡し」、「専門人材の
活躍・定着」といった段階的な取組を創出・拡充し、福祉の担い手の充実を目指します。

プラットフォーム参加団体数、生み
出された取組数

★タイムリーな情報共有の仕組みの構築
地域人材・専門人材の担い手づくりに関する各機関の取組を集約し、必要な人が必要な情報をタイムリーに発
信・受け取れる仕組みを構築します。

閲覧数、会員登録数

★短時間・単発ワークの活用促進
福祉分野での人材確保に向け、短時間・単発で働ける仕組みの導入を支援し、潜在人材の復職や兼業人材など
多様な人が関わる機会を創出します。業務を分解し柔軟な雇用環境を整備することで、新たな層の人材が参画
できる環境を生み出し、多様な働き方を可能にし、担い手の裾野を広げます。

利用者数、登録事業所数

●初任者研修の実施
山村部の受講希望者やとよた市民福祉大学の修了者、未就業者などを主な対象に、初任者研修の受講を促進
し、福祉の担い手や地域での介護人材を育成します。

初任者研修の参加者数
受講者数、修了率

●国内人材創出事業
行政や社協、福祉事業所、豊田市介護サービス機関連絡協議会等が協力し、相談会の開催等、福祉サービスに
携わる人を確保します。

就職に繋がった数

○外国人材への支援
外国人介護人材向けの日本語講座や介護福祉士国家試験対策講座、生活支援講座等を実施し、外国人介護人材
の定着を支援します。

日本語講座等の受講者数

○職場環境向上支援
介護サービス事業所の生産性向上に向けた取組を支援し、多様な働き方の推進など、職場環境向上を促進しま
す

参加事業所数

★専門スキルの向上支援

障がい分野では、強度行動障がい支援者養成研修や喀痰吸引研修などを実施し、支援者の専門的スキルの向上
を図っていきます。
また、介護・高齢分野においては、介護支援専門員や介護職員を対象とした専門的スキル向上の取組を進め、
介護サービスの質の向上につなげていきます。

介護支援専門員を対象とした研修の
実施回数（高齢）、現任介護職員研
修の実施回数、修了者数
強度行動障がい支援者養成研修の実
施回数、修了者数
喀痰吸引研修の実施回数、修了者数

●ベストミックスによる権利擁護支援の
担い手の確保と活躍支援【重層・後見】

「専門職後見人の活躍支援」、「市民による多様な権利擁護支援の推進」、「セーフティネット後見の役割分
担を含めた受任フローの見直し」、「成年後見制度以外の支援策の充実」を一体的に進めながら、総合的に担
い手を確保していきます。

市民後見人養成講座修了者数

●権利擁護基金の充実【後見】
基金を原資に担い手の活躍を応援できる環境づくりを進めるため、市民・市内企業等による寄付の充実を図り
ます。

寄付の相談件数、啓発件数

★若者が活動を始めるためのきっかけづ
くり

ボランティアやイベント活動など、高校生や大学生などが意欲や関心に応じて選択できる多様な場を用意する
とともに、若者に向けて積極的に情報発信を行うことで、若者が活動を始めるためのきっかけをつくります。
また、「二十歳のつどい」を通じて、地域の大人や同世代と交流できる機会を用意することで、地域における
様々な活動への参加を促します。

社会参加バンク情報発信回数
地域社会活動に参加した高校生大学
生の延べ人数（市支援分）
二十歳のつどい参加者数

★若者主体のまちづくりの促進
若者が自らの強みや意欲を生かした社会課題の解決につながる企画を提案し、地域の人々と関わり合いながら
実現する活動を支援することにより、将来のまちづくりの担い手を育成します。

学生・若者によるまちづくり提案事
業　提案事業数

○民生委員活動の負担軽減
デジタル技術活用した民生委員活動の負担軽減の検討など、民生委員・児童委員活動の支援を推進していきま
す。

導入事例数、デジタル教室参加者
数、研修満足度

○更生保護団体の活動費の負担軽減と連
携強化【再犯】

協力雇用主・保護司会・更生保護女性会の負担軽減・担い手確保のために、活動費の一部補助や公共施設の無
償提供を行います。また、団体同士の情報交換の場を設けることで、さらなる連携を図ります。

補助金支出団体数、合同研修会等実
施回数

重層的支援体制の推進
○重層的支援体制推進研修の実施【重
層】

重層的支援を推進するために必要な視点等を身につける研修や既存の分野別・制度別研修などを体系として整
理して、多機関が研鑽できる環境を整えます。

開催回数、受講者数、研修満足度

指標（アウトプット）※毎年

若者の地域活動のきっかけと
なる社会参加の促進

社会支援活動の担い手支援

専門人材確保・育成支援

権利擁護支援の担い手づくり
と活躍支援

【重点】地域にお
ける福祉の担い手
づくりと活躍支援

○ボランティア等の地域活動につながった
人数（ボランティアセンター登録者やとよ
た市民福祉大学修了者が活躍につながった
数：社協）

〇今後、ボランティア・市民活動やNPO活動
に参加したい（続けたい）と思う市民の割
合（地域福祉計画アンケート）

○学校や職場以外で、地域の行事や活動に
参加している割合（こども・子育て、若者
に関する市民意向調査）

○福祉事業所（介護・障がい）の人材の充
足感（豊田市社会福祉協議会アンケート）

○事業所における雇用者数・離職者数※仮
設定（高齢者等実態調査・障がい者等実態
調査）

○権利擁護支援に関わる活動に関心がある
と回答した割合（地域福祉計画アンケー
ト）

◇各種協議会等による総合評価（ボラン
ティアセンター運営委員会、とよた市民福
祉大学運営委員会、  法福連携推進協議
会、再犯防止推進委員会等によるエピソー
ドを踏まえた評価）

地域人材の育成と活躍支援

地域人材と専門人材の橋渡し

指標（中間アウトカム）目指す方向
（「↑」・「↓」）
※３年に一度の評価

※〇定量的指標、◇定性的指標

取組
事業

（★新規、●拡充、〇継続）
事業概要

（重点施策は計画本編で利用・基本施策は取組概要を記入する際に利用）
施策
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★孤独・孤立対策ボードゲーム「コドク
エ」などを活用した啓発【重層】

孤独・孤立対策ボードゲーム「コドクエ」を活用した出前講座等の実施や、若年層等の参画を通じ、孤独・孤
立対策の「予防」啓発を推進します。

実施回数、参加者数

★「支援」を届ける仕組みづくり【重
層】

メタバースやＳＮＳ、ＡＩ等のデジタルツールや対象となる世代に応じた手法を活用して、孤独・孤立対策に
おける「支援」、「脱却」につなげる仕組みづくりを行います。

実施回数

★身寄りを頼ることができない人を対象
とした包括的な相談窓口運営【重層・後
見】

重層や権利擁護の仕組みを活用し、家族や親族を頼ることができない人への入院・入所時支援などの相談を受
け止め、親亡き後など重層的に支援すべきニーズへの対応を含めて、支援の調整を行う相談窓口の運営をしま
す。

相談件数

★「結サポート～くらし安心事業～」の
体制の強化【重層・後見】

利用者を含めた市民の参画と多様な関係者とのネットワークを通じて、身寄りを頼ることができない高齢者等
を支援する「結サポート～くらし安心事業～」を確立していきます。

利用者件数

●権利擁護支援の地域連携ネットワーク
の拡充【重層・後見】

豊田市成年後見・法福連携推進協議会の傘下に、身寄りを頼ることができない方の支援に関する団体等による
部会を設置し、成年後見制度利用促進を超えた形で、権利擁護支援の地域連携ネットワークを拡充させます。

部会開催数

指標（アウトプット）※毎年

【重点】多様でゆ
るやかな「つなが
り合い」創出の促

進

○自分にはつながりがあると感じている市
民の割合（９総目指す姿指標・市民意識調
査）

○孤独を感じる市民の割合（地域福祉計画
アンケート）

○学校や職場以外で、地域の行事や活動に
参加している割合（こども・子育て、若者
に関する市民意向調査）

◇イベントを通してつながり合い、活動に
つながった事例（官民連携による交流促
進：よりそい支援課）

○支援につながった身寄りを頼ることので
きない市民の数（豊田市社会福祉協議会利
用者アンケート）

○身寄りのない人を対象とした相談窓口の
満足度(豊田市社会福祉協議会アンケート）

予防に重点を置いた孤独・孤
立対策の充実

市民参画と多機関協働による
身寄りのない高齢者等支援

指標（中間アウトカム）目指す方向
（「↑」・「↓」）
※３年に一度の評価

※〇定量的指標、◇定性的指標

取組
事業

（★新規、●拡充、〇継続）
事業概要

（重点施策は計画本編で利用・基本施策は取組概要を記入する際に利用）
施策
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○日本語教室の開催
日本語教室（オンライン含む）の開
催）

○庁内向けやさしい日本語の利用促進

研修回数　１回以上
（参考：・やさしい日本語に関する
職員向けeラーニング実施
・各部署のやさしい日本語による文
書作成等の支援
・行政文書等の多言語化支援）

○認知症に関する普及啓発
認知症の人ができる限り住み慣れた自宅で暮らし続け、認知症の人やその家族が安心できるまちづくりを
目指した認知症の啓発を行います。

実施イベント回数、参加者数
認知症サポーター養成講座・認知症
サポーターステップアップ講座・ミ
ニ講座受講者数

○障がいに関する理解啓発
「心のバリアフリー推進講座」やイベントへの出展等により、障がい者差別解消法や合理的配慮などにつ
いての理解・啓発を図ります。

講座の実施回数、イベントへの出展
回数

○認知症に関する普及啓発（再掲）
認知症について正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人や家族を支援する認知症サポーターを
養成します。

実施イベント回数、参加者数
認知症サポーター養成講座・認知症
サポーターステップアップ講座・ミ
ニ講座受講者数

○認知症当事者へ活躍の場の提供 認知症当事者の登録と活躍の場とのマッチングによるピアサポートと本人発信の実施します。 実施回数

★市民参画と多機関協働による意思決定支援【後
見】

意思決定フォロワーの推進など意思決定への市民参画に取り組んでいきます。
市民、認知症高齢者や障がい者の支援者、医療従事者、重層関係機関等それぞれが意思決定支援に対する
学びを深めるとともに、多様な主体の参画を得ながら、対象者や分野を問わず、本人の意思の尊重の重要
性について市全体の理解を深めるための方策について検討し取組みを進めていきます。

啓発件数

○意思決定フォロワー養成講座【重層・後見】

豊田市社会福祉協議会では、令和７年度４月から身寄りを頼ることができない方への支援事業「結（ゆ
い）サポート～くらし安心事業～」を開始し、身寄りを頼ることができない方の見守りや、入退院入退所
時、死後事務の支援を実施しています。

市民のボランティア参加を応援すべく「とよた意思決定フォロワー講座」を開催し、日常生活支援及び入
退院入退所時支援において「とよた意思決定フォロワー」として活躍していただきます。
※とよた意思決定フォロワーとは「支持者」という意味で、本人の意思決定を応援する人ということを示
しています。
※意思決定フォロワーの方には月に１回の電話と３か月に１回の訪問で、本人自らの生活をどうしたいか
を決めることに対して、色々なお話を聞いたり、考えることに寄り添っていただきます。

受講者数、フォロワー登録数

★「結サポート」事業の体制の強化【重層・後見】
（再掲）

身寄り（結サポート）の再掲
ネットワーク構築状況（登録団体
数）、支援実施件数

○地域づくりミーティングの実施【重層】
地域の中で受け止めた個別の生活課題を地域全体の課題として捉え、その課題解決に向けて住民等に働き
かけ、ニーズに応じた企画の立案や社会資源の開発・調整等を行いながら、多様な主体が話し合う場（協
議体）を開催して住民主体の取組として実現できるよう支援します。

実施回数、参加者数

○地域課題解決事業【重層】 地域の声を的確に市の施策に反映させ、地域との共働によって地域課題を解決する取組を行います。
地域課題解決事業の事業数（新規事
業数）

○わくわく事業【重層】
地域資源（人、文化、歴史等）を活用し、地域課題の解決や地域の活性化に取り組む団体に補助金を交付
することにより継続的な地域活動を支援する取組を行います。

わくわく事業補助金の採択件数（新
規採択件数）

○社会福祉法人による「地域における公益的な取
組」の推進

社会福祉法人がその専門性やノウハウ、ネットワークなどを活かし、地域生活課題の解決に貢献する取組
を促進します。

各法人の取組内容をHPへ公表

○豊田市ささえあいネット
市、地域包括支援センター及び関係協力機関が相互に連携し、地域全体で高齢者に対する見守り、声かけ
等を行うとともに、異常等を発見した場合には、迅速に対応できる体制を確保します。

高齢者見守りほっとライン協力機関
登録件数、みまもりほっとパーキン
グ事業協力機関登録件数

○包括連携協定企業と連携したまちづくり
共働によるまちづくりパートナーシップ（包括連携協定）企業との連携により企業の知見を生かした共働
によるまちづくりの取組を行います。

連携企業数

○とよたSDGsパートナー制度、豊田市SDGs認証制度
市民・企業・団体がSDGsに取り組む意思を表明し、情報共有や連携を通じて地域全体での推進を図るパー
トナー制度と、事業者の具体的なSDGs活動を評価し、認証ランクに応じた支援や広報の機会を提供する認
証制度により、持続可能な社会の実現に向けた取組の促進を支援しています。

認証企業数、パートナー制度の登録
者数

施策
基本目標への位置

づけ
指標（アウトプット）※毎年

指標（中間アウトカム）目指す方向
（「↑」・「↓」）
※３年に一度の評価

※〇定量的指標、◇定性的指標

取組
事業

（★新規、●拡充、〇継続）
事業概要

（重点施策は計画本編で利用・基本施策は取組概要を記入する際に利用）

【基本】認め合う
社会風土の醸成

○障がい者・外国人・高齢者・こどもなど
へ情報発信や会話をする際に、分かりやす
い表現や伝え方を意識している割合（９総
目指す姿指標・市民意識調査）

〇障がいのある人に対する差別や偏見が改
善していると答えた人の割合（障がい実態
調査：市民・当事者）

○認知症になっても安心して地域で暮らし
続けることができると感じる市民の割合
（高齢者等実態調査）

◇認知症チームオレンジの活動事例

相互理解と意思疎通の円滑化
の推進

日本人・外国人ともに、同じ「豊田市民」としてお互いを認め合い理解を深め、意思を伝え合うことがで
きるよう、市内小中学校等における国際理解授業や市民向け国際理解セミナーの開催、日本語教室を通し
て相互理解を促進します。また、外国人市民向けの行政文書や窓口対応等においては、ユニバーサル市役
所「とよた」ガイドラインに基づき多言語対応ややさしい日本語の活用を促進していきます。

新しい認知症観の普及啓発

【基本】意思決定
支援の推進

○豊田市が「病気や障がいがあることや、
ことばの違いがあっても、誰もが自分の意
思を大切にされている」まちだと思う市民
の割合（地域福祉計画アンケート）

◇市民参画と多機関協働による意思決定支
援の取組状況を踏まえた評価

市民参画と多機関協働による
意思決定支援

【基本】支え合う
地域づくりの推進

〇地域づくりミーティングに参加した市民
の満足度（豊田市社会福祉協議会アンケー
ト）

◇地域づくりミーティングに参加した市民
の取組事例

◇地域における課題解決に向けた自発的な
取組の状況を踏まえた評価

◇企業・団体等による社会貢献活動の状況
を踏まえた評価

持続可能な地域活動支援

企業による社会貢献活動の促
進

認め・支え合う
地域づくり
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○重層の仕組みを活用した居場所づくりの推進【重
層】

こどもから高齢者、国籍、配慮の必要性の有無等にかかわらず、多様な方が自分らしく地
域で過ごすことができるように、重層の仕組みを活用しながら、居場所づくりを推進して
いきます。

なし

○認知症カフェの推進と運営団体への支援【重層】
認知症の人とその家族、地域住民、専門職が集い、認知症の人を支えるつながりを支援
し、介護負担の軽減等を図るため認知症カフェの取組を推進し、設置及び運営する団体を
支援します。

市内認知症カフェ数、交流会開催開
催回数

○官民連携介護予防事業「ずっと元気！プロジェク
ト」

高齢者を対象として、社会参加を促す多様なプログラムを提供することで、高齢者の健康
寿命の延伸と将来的な介護給付費の削減を目指しています。 

参加者数、健康維持状況の変化、活
動継続率

★こころの病がある人の居場所づくりの推進【重
層】

こころの病がある人が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らすことができるよう、居
場所づくりや相談などを通して地域社会につながる支援を実施します。

居場所の設置数、利用者数

○社協指定管理施設を活用した交流・活躍の場づく
り

指定管理施設を地域福祉を推進するための市民の活動拠点として活用し、社会福祉協議会
が行う事業と施設機能の相乗効果を図ります。

社会福祉協議会が行う事業への参加
者数

★一体型社会参加支援事業【重層・後見】
とよた多世代参加支援プロジェクトに参画する事業所・企業等との関係性を生かし、様々
な資源を組み合わせて、その人に合った社会参加の機会や役割、場所等を提供します。

支援件数

★社会参加支援における市民参画の推進【後見】 社会参加の場面によりそう市民の参画方策について検討し、取り組みを進めていきます。 事業が決まり次第検討

○就労に向けた環境づくり
とよた多世代参加支援プロジェクトに参画する事業所・企業等との関係性を生かし、様々
な資源を組み合わせて、その人に合った就労に向けた支援を実施します。また、配慮が必
要な方も様々な場所で就労できるように、企業等の理解を進めていきます。

支援件数
企業向けセミナー等の回数

○シルバー人材センター事業 シルバー人材センターを通して、高齢者の多様な就業機会の確保を進めていきます。

登録会員数 → シルバー人材セン
ターに登録している会員数
就業実績 → 年間の就業者数（延べ
人数）
業務受託件数 → センターを通じた
仕事の受注件数

○障がい者就労・生活支援センター事業
障がい者就労・生活支援センターが企業訪問による障がい者雇用の啓発や、障がい者本人
または周囲の人々からの相談対応を行うなど、障がい者の就労・生活に関する様々な支援
の取組を進めます。

企業への訪問件数
相談対応件数

○生活困窮者自立支援事業【重層】 生活困窮者自立支援事業において、無料職業紹介の拡充など就労支援の充実を進めます。 就労支援件数

★住まいに関する総合相談【重層】

増加する空き家の発生を未然に予防するとともに、発生した空き家の相談や課題を解決に
導くなど、持続可能で適切な住宅維持管理の促進とより安心安全な居住環境の を形成を図
るため、空き家を始めとした住まいに関する総合的な相談セミナーや相談対応を実施しま
す。

セミナー開催回数
相談対応件数（セミナー中または個
別相談枠）

★住宅確保要配慮者等への環境整備【重層・再犯】

住宅確保要配慮者（低額所得者、高齢者、障がい者等入居を拒まれやすい等により、居住
の安定の確保が難しい方。）又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援その
他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協
議します。

居住支援協議会開催回数

施策
基本目標への位置

づけ
指標（アウトプット）※毎年

指標（中間アウトカム）目指す方向
（「↑」・「↓」）
※３年に一度の評価

※〇定量的指標、◇定性的指標

取組
事業

（★新規、●拡充、〇継続）
事業概要

（重点施策は計画本編で利用・基本施策は取組概要を記入する際に利用）

【基本】配慮が必
要な人の社会参
加・就労支援

○家、学校、職場以外に、自分らしく過ご
せる場所がある市民の割合（市民意識調
査）

○地域活動に参加したい（続けたい）と感
じる市民の割合（地域福祉計画アンケー
ト）

○コミュニティや市民活動など気軽に参加
できる場があると感じる市民の割合（地域
福祉計画アンケート）

◇配慮が必要な人の社会参加に向けた取組
状況を踏まえた評価

○希望する働き方を実現できていると感じ
ている市民の割合（９総目指す姿指標・市
民意識調査）

◇配慮が必要な人の就労に向けた取組状況
を踏まえた評価

〇セーフティネット住宅・居住サポート住
宅の登録数住宅確保支援の件数

多様な人が自分らしく過ごせ
る居場所づくりの推進

配慮が必要な人への社会参加
支援

配慮が必要な人の就労支援

生活再建に向けた居住支援

参加・活躍の機
会づくり
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【基本】配慮が必
要な人への支援体

制の強化 高齢者の見守り等支援 〇見守り手法の検討と支援の実現
配食サービス、緊急通報装置設置、福祉電話訪問、お元気ですかボランティア訪問事業を
実施しながら、社会情勢や技術革新を踏まえた多様な見守り手法を検討することで、時代
に即した見守り支援を実現していきます。

配食サービス:延べ配食数
緊急通報装置設置：利用者数
福祉電話訪問：利用者数
お元気ですかボランティア訪問事
業：訪問回数

●相談支援体制の充実 高齢化・重度化する障がいや親亡き後へも対応できる相談支援体制を構築します。
基幹相談支援センターの設置
地域生活支援拠点対象者の登録数

○地域資源を活用したこどもの支援体制の充実【重
層】

公的な支援機関や相談機関に加えて、こどもの支援を行う市民団体や地域ボランティア等
の地域資源の把握を行います。次に、それらが地域で包括的に連携するネットワークを構
築することで、困難を抱えるこどもや子育て家庭を適切な支援先につなぎ、ヤングケア
ラーや貧困などのこどもの権利侵害に迅速に対応できるようにします。

ヤングケアラー向け研修・啓発イベ
ント・会議等の開催回数

★こども・若者総合相談センター「RePPO-りっぽ-」
の体制強化【重層】

こども・若者総合相談センター「RePPO-りっぽ-」において、利用者の増加に対応するた
め、相談員に指導・助言を行うスーパーバイザーの配置や相談員の増員等により運営体制
を強化します。

こども・若者総合相談センター　登
録者数（年度末時点）
適切な機関や就職等につながった人
数

★放課後児童クラブにおける配慮が必要なこどもへ
の支援

配慮が必要な児童を含めた全ての児童が放課後児童クラブで安心して楽しく過ごせるよ
う、放課後ソーシャルワーカーを配置し、放課後支援員等への専門的なアドバイスの実施
や、学校を始めとした関係機関との連携体制を整備します。

支援を要する児童に対する必要に応
じた加配支援員の配置人数
各クラブへの巡回訪問指導の実施回
数
放課後ソーシャルワーカーによる面
談実施数

●刑事司法関係機関と連携した入口・出口支援の実
施【重層・再犯】

福祉的な支援が必要な人が釈放・矯正施設などから退所する際に、適切な自立支援を行
い、再犯を防止できるように、刑事司法関係機関と事前の情報共有を行う仕組みを整える
とともに、本人の成育歴や特性に応じた専門的アセスメントができるような体制を整えま
す。
併せて、高齢者や障がい者の虐待防止、成年後見制度など関連する権利擁護の取組と一体
的に運用し、総合的に支援できるように取り組みます。

支援/相談件数

○再犯防止の推進等に関する周知・啓発【再犯】

７月の啓発月間に合わせて市民への再犯防止に関する啓発活動を実施するとともに、社会
を明るくする運動など保護司会が開催する地域での啓発活動に引き続き協力していきま
す。 また、福祉・司法関係者が参加する研修を通じて、支援機関同士の連携強化を図り
ます。

社会を明るくする運動の推進事業回
数
よすが号巡回回数
庁舎内に強化月間のポスター掲示

★新たな寄付等の開拓に向けた検討【後見】
権利擁護基金の充実を目指し、事業内等で生じる遺贈相談の透明化、ふるさと納税等新た
な仕組みなど、新たに寄付等を得られるアプローチ方策を検討します。

寄付の相談件数

★権利擁護支援の新たな仕組みへの対応【重層・後
見】

民法や社会福祉法制の改正の動向を注視しながら、中核機関の体制強化、日常生活自立支
援事業等の実施体制の確保、新たな金銭管理の仕組みなどについて検討を進めます。

事業が決まり次第検討

★災害時の要配慮者に対する福祉的支援体制の強化
避難所生活の長期化や生活環境などの悪化による「災害関連死」を防ぐため、特別の配慮
が求めらえる高齢者や障がい者等の要配慮者に対して、福祉避難所の設置・運営に向けた
必要な調整や検討などを進めます。

福祉避難所の設置数（地域別の整備
状況）
福祉避難所の事前訓練・検証実施回
数

○避難行動要支援者名簿の整備
要支援者に対する避難誘導や安否確認、避難場所等での生活支援を的確に行うため、支援
に必要な情報を事前に把握し、地域で支援にあたる人たちとの間で、情報を共有を図れる
よう、避難行動要支援者名簿の整備を行います。

名簿更新頻度（最新情報の維持）
自治区へ啓発の回数

★防災DXの推進
被災者の状況に応じた適切な情報提供ができるよう、多角的な情報伝達手段の確保と円滑
な運用に向けた訓練の実施とともに、被災者に係る情報を一元的に管理できるよう、新た
なシステムの導入に向けた仕様や運用方法の検討を実施します。

情報伝達に係る訓練数
新システム導入に向けた検討状況

★連携型BCP・地域BCPの推進
在宅療養者が災害発生時においても継続して在宅医療・介護サービスを受けられるよう、
医療機関等のBCP策定と、本市の在宅療養領域における連携型BCP・地域BCP構築に向け、
専門職等を支援します。

連携型BCP・地域BCP構築に資する取
組の検討状況

施策
基本目標への位置

づけ
指標（アウトプット）※毎年

指標（中間アウトカム）目指す方向
（「↑」・「↓」）
※３年に一度の評価

※〇定量的指標、◇定性的指標

取組
事業

（★新規、●拡充、〇継続）
事業概要

（重点施策は計画本編で利用・基本施策は取組概要を記入する際に利用）

【基本】災害時の
福祉支援体制の充

実

○避難行動要支援者名簿の支援者への情報
開示に関する同意率　地域への情報提供体
制の整備を測る指標

◇福祉避難所等の検討状況等の取組状況を
踏まえた評価

福祉的災害マネジメントの推
進

安心を得られる
支援の充実

○高齢者が困ったときには、手助けをする
風土や制度があると感じる市民の割合（高
齢者実態調査）

○必要な介護保険サービスを受けることが
できると感じる市民の割合（高齢者実態調
査）

○豊田市は障がいのある人にとって暮らし
やすいまちだと感じる市民の割合（障がい
者実態調査：市民・当事者）

○自分のことが好きだと感じているこど
も・若者の割合（こども・子育て、若者に
関する市民意向調査）

◇配慮が必要な人への支援体制の強化・充
実に向けた取組状況を踏まえた評価

配慮が必要な家庭への支援

配慮が必要なこどもへの支援

多機関協働による総合的な再
犯防止の推進

権利擁護支援の新たな仕組み
の推進

－6－


